
JP 2015-209958 A5 2017.4.13

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第２区分
【発行日】平成29年4月13日(2017.4.13)

【公開番号】特開2015-209958(P2015-209958A)
【公開日】平成27年11月24日(2015.11.24)
【年通号数】公開・登録公報2015-073
【出願番号】特願2014-93812(P2014-93812)
【国際特許分類】
   Ｆ１６Ｋ  11/085    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ１６Ｋ   11/085    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月10日(2017.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に弁室が設けられると共に外周部に前記弁室に連なる第１及び第２流入口と第１及
び第２流出口とが周方向で設けられた弁本体と、前記弁室内に回転自在に収容されると共
に外周部に第１～第４の連通孔が周方向で設けられた円筒状弁体部を有する弁体と、前記
弁体を軸心周りで回転させるための回転駆動装置と、を備えた流路切換弁であって、
　前記第１及び第２の連通孔を介して連なる前記第１流入口と前記第１流出口とにより第
１流路が形成され、
　前記第３及び第４の連通孔を介して連なる前記第２流入口と前記第２流出口とにより第
２流路が形成され、
　前記第１流路と前記第２流路とは、前記弁体の回転位置の変化に応じて切換えられるこ
とを特徴とする流路切換弁。
【請求項２】
　前記第１の連通孔と前記第２の連通孔の周方向の角度間隔、及び前記第３の連通孔と前
記第４の連通孔の周方向の角度間隔は、いずれも９０度もしくは１８０度であることを特
徴とする請求項１に記載の流路切換弁。
【請求項３】
　前記第１～第４の連通孔は、周方向で隣り合う連通孔同士の角度間隔が異なることを特
徴とする請求項１又は２に記載の流路切換弁。
【請求項４】
　前記第１流路と前記第２流路とは直交しており、
　前記第１及び第２の連通孔は、前記第３及び第４の連通孔に対して周方向に６０度もし
くは１２０度の角度間隔を置いて設けられていることを特徴とする請求項１から３のいず
れか一項に記載の流路切換弁。
【請求項５】
　前記第１～第４の連通孔、並びに／又は、前記第１及び第２流入口と前記第１及び第２
流出口は、軸心方向の長さが周方向の長さよりも長い縦長形状に形成されていることを特
徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の流路切換弁。
【請求項６】
　前記円筒状弁体部と前記弁本体との間にシール部材が配設されていることを特徴とする
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請求項１から５のいずれか一項に記載の流路切換弁。
【請求項７】
　前記シール部材は、前記第１及び第２流入口と前記第１及び第２流出口に対応する位置
に貫通孔が設けられた環状の一部材から構成されることを特徴とする請求項６に記載の流
路切換弁。
【請求項８】
　前記シール部材に、前記貫通孔の周囲に沿って該シール部材の外周面から外側へ向かっ
て外側リブが設けられ、前記弁本体の内壁面に、前記外側リブと当接する突起が設けられ
ていることを特徴とする請求項７に記載の流路切換弁。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記する課題を解決するために、本発明に係る流路切換弁は、内部に弁室が設けられる
と共に外周部に前記弁室に連なる第１及び第２流入口と第１及び第２流出口とが周方向で
設けられた弁本体と、前記弁室内に回転自在に収容されると共に外周部に第１～第４の連
通孔が周方向で設けられた円筒状弁体部を有する弁体と、前記弁体を軸心周りで回転させ
るための回転駆動装置と、を備えた流路切換弁であって、前記第１及び第２の連通孔を介
して連なる前記第１流入口と前記第１流出口とにより第１流路が形成され、前記第３及び
第４の連通孔を介して連なる前記第２流入口と前記第２流出口とにより第２流路が形成さ
れ、前記第１流路と前記第２流路とは、前記弁体の回転位置の変化に応じて切換えられる
ことを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　好ましい形態では、前記第１の連通孔と前記第２の連通孔の周方向の角度間隔、及び前
記第３の連通孔と前記第４の連通孔の周方向の角度間隔は、いずれも９０度もしくは１８
０度である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　別の好ましい形態では、前記第１～第４の連通孔は、周方向で隣り合う連通孔同士の角
度間隔が異なる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　他の好ましい形態では、前記第１流路と前記第２流路とは直交しており、前記第１及び
第２の連通孔は、前記第３及び第４の連通孔に対して周方向に６０度もしくは１２０度の
角度間隔を置いて設けられている。



(3) JP 2015-209958 A5 2017.4.13

【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　他の好ましい形態では、前記第１～第４の連通孔、並びに／又は、前記第１及び第２流
入口と前記第１及び第２流出口は、軸心方向の長さが周方向の長さよりも長い縦長形状に
形成されている。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　更に好ましい形態では、前記シール部材に、前記貫通孔の周囲に沿って該シール部材の
外周面から外側へ向かって外側リブが設けられ、前記弁本体の内壁面に、前記外側リブと
当接する突起が設けられている。
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